
                           2026年 2月 28日 

                            株式会社井笠バスカンパニー 

 

路線バス(乗合バス)の上限運賃変更の認可申請について 

 

 

株式会社井笠バスカンパニー（本社：笠岡市美の浜 5番地、代表取締役：谷口 修身）は、

2026 年 2月 28日に 国土交通省中国運輸局に、一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃

変更の認可申請を行いました。 ご利用のお客様におかれましては、ご負担をお掛けするこ

ととなり誠に心苦しい限りではございますが、諸般の事情をご賢察のうえ、何卒ご理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１． 申請理由 

株式会社井笠バスカンパニーは、旧井笠鉄道のバス事業を継承し、地域の皆さま

に公共交通サービスを提供してまいりました。2013年（平成 25年）株式会社井笠

バスカンパニー創業以降、消費税率の変更による調整を除き、運賃を据え置き、お

客様にバス輸送サービスを提供してまいりました。 

しかしその間、人口減少や少子高齢化の進行などにより、路線バス事業を取り巻

く経営環境は一段と厳しさを増しています。さらに、2020 年以降の新型コロナウ

イルス感染拡大により利用者が大幅に減少し、その影響は現在に至るまで続いて

います。 

さらに、燃料費や物価の高騰、乗務員の確保に向けた待遇改善への対応、安全に

対する投資など、さまざまなコスト増に直面しており、現行の運賃水準では持続可

能な事業運営が困難な状況です。 

井笠鉄道時代から続く「地域に根ざした公共交通」という使命を果たし、今後も

安全かつ安定的にバスサービスを提供し続けるため、このたび上限運賃の改定を

申請いたしました。地域の皆さまにはご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願

い申し上げます。 

 

 

 

 



２． 申請概要  

・実施予定日 2026年 4月 1日（水） 

 ※認可の状況により、実施日は変更になる場合があります。 

・申請対象路線 当社が運行する一般乗合バス路線 

 

３． 上限運賃改定率 

42.4％  

 実際にお客さまから収受する運賃の額は上限運賃より低額とする予定です。 

 (実際に収受する運賃の平均改定率は 10%程度の予定)  

申請・現行上限運賃比較表 

区間 現行運賃 申請運賃 

初乗り運賃 160円 200円(実施運賃は 190円) 

対キロ運賃（賃率） 40円 60銭 58円 40銭 

 

主な区間の運賃額について 

区間 現行実施運賃 申請上限運賃 

（実施運賃） 

実施運賃

の差額 

笠岡駅前～美の浜 190円 290円（220円） +30円 

笠岡駅前～井原バスセンター 600円 860円（630円） +30円 

笠岡駅前～矢掛高前 750円 1120円（780円） +30円 

神辺駅前～井原バスセンター 430円 740円（460円） +30円 

新倉敷駅～沙美白浜 470円 680円（500円） +30円 

※現時点での予定額であり、変更となる可能性があります。 

※同日付けで定期運賃の割引率を変更予定です。 

 

４． 上限運賃改定申請に関する問い合わせ先 

株式会社井笠バスカンパニー 

運輸部 宇田・田井中・柴田 

TEL：084-953-5391 


